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議案第４号

議案第５号

令和６年度最適化活動の目標の設定等について

議案第７号

議案第８号

議案第９号

農用地利用集積等促進計画（案）の意見について

　
会議の開催について（お知らせ）

会 議 の 名 称 令和６年度 第１回千葉市農業委員会総会

議案第１号

(2)傍聴者の決定方法

開 催 場 所 千葉中央コミュニティセンター８階　千鳥・海鴎
千葉市中央区千葉港２－１

(1) 傍 聴 者 の 定 員

傍 聴 に つ い て

農地法第４条の規定による許可申請について

農地法第４条の規定による許可申請について（一時転用）

農地法第５条の規定による許可申請について

農地法第５条の規定による許可申請について（一時転用）

特定生産緑地に係る農業の主たる従事者証明願について

議案第２号

議案第３号

(4) 注 意 事 項

9時10分から 9時20分まで会議室の前で行います。

議 題

開 催 日 時 令和 6年 4月 15日 (月 ) 9:30

農地法第３条の規定による許可申請について

議案第６号

12:00

千葉市農用地利用集積計画（案）の決定について

(3) 問 い 合 わ せ 先 農業委員会事務局農地活用班
電話 043-245-5769 内線 5267

（２）会議室において、写真撮影、録画、録音等は行わないでください。
（３）その他会議の支障となる行為はしないでください。
（４）会議当日、傍聴要領を配布します。傍聴要領の記載事項に違反したときは、退場して
　　　いただく場合があります。
（５）新型コロナウイルス感染拡大防止のため、下記にご協力をお願いします。
　　　ア　咳やくしゃみなどの、風邪のような症状のある方は、傍聴を見合わせてください。
　　　イ　傍聴前に体温を測定して、37.5℃以上の場合には、傍聴を見合わせてください。
　　　ウ　傍聴の際には、咳やくしゃみをするときにティッシュなどで口と鼻を押さえ、周囲の人
　　　　　から顔をそらすなどの「咳エチケット」や、頻繁な手洗いなどの実施、また、必要に
　　　　　応じてマスクの着用にご協力ください。
　　　エ　ご家族など周囲に風邪症状のある方がいらっしゃる場合には、傍聴を見合わせることを
　　　　　ご検討ください。

　（１）傍聴の受付は、


